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令和５年度第２回区委員会議事録 
 

日  時 
令和５年１１月３０日（木） 

午後１時５３分から午後２時４５分 

場  所 役場３階会議室３ 

出 席 者 岡島長利委員、溝口博委員、柴田昌治委員 

 安藤茂委員、坪井敏彦委員、丹羽英允委員 

欠 席 者 なし 

当  局 髙桑産業建設部長、早川建設課長、冨田土木・農政 G長 

 岡島主事 

議 題 
 （１）令和５年度農業用施設維持修繕要望箇所について 

 （２）その他 

 

会議資料 
会議次第 

資料１ 令和５年度農業用施設維持修繕要望調書 青山区 

資料２ 令和５年度農業用施設維持修繕要望調書 豊場区 

農業用排水路塵芥収集表 

議事内容 

司会（課長） 皆様こんにちは。定刻より少し早いですが、皆様お

揃いですので、只今から第２回区委員会を始めさせて

いただきます。はじめに、産業建設部長よりごあいさ

つ申し上げます。  

部長  本日は、大変お忙しい中お集まりいただきまして、

ありがとうございます。大変暑い中や台風の中、「いり」

の守り、あるいはスクリーンのゴミとり等の様々な業務を

精力的に実施していただきました。また、農家の方々への

連絡調整を行っていただいていることを重ねてお礼申し上

げます。その他、町行政各般に亘り日頃からご支援、ご協

力を賜り厚くお礼申し上げます。本当にありがとうござい

ます。さて、本日の会議は、これまでの期間を通じて皆様

が必要と感じられました修繕箇所等の現地調査を行い、区

委員の皆様のご意見をいただき今後の資料とさせて頂くも
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のでありますので、よろしくお願いします。簡単ではござ

いますが、あいさつとさせていただきます。 

司会（課長） ありがとうございました。まず始めに配布資料の確

認をします。始めに本日の次第が１枚、次に資料１と

して、青山区の令和５年度農業用施設維持修繕要望調

書が１部、資料２として豊場区の令和５年度農業用施

設維持修繕要望調書が１部、最後に令和６年度の農業

用排水路塵芥収集表（案）が１部、以上４点の資料を

配布しております。ご確認ください。 

それでは、議題に入らせて頂きます。 

始めに、令和５年度農業用施設維持修繕要望箇所に

ついて説明をします。 

事務局 （令和５年度農業用施設維持修繕要望箇所について説明。） 

司会（課長）  只今の説明の中でご質問等ございましたら、お受けした

いと思います。ございませんでしょうか。 

Ａ委員  東栄ポンプの補修に関連して、近くのアンダーパス

のアスファルトに穴が開いているため、確認してほし

い。 

事務局  確認いたします。 

Ｂ委員  今回の要望については、今年度予算で執行するので

しょうか。 

事務局 今年度対応可能なものに関しては、今年度予算で対

応させていただきたいと思いますが、対応不可能なも

のに関しては、来年度の取水期が始まるまでの期間に

対応する予定です。 

Ｂ委員 東栄ポンプの管理者は豊山町ですか。 

事務局 その通りです。 

Ｂ委員 来年度、東栄堰が増水により転倒した後、上がらな

くなり、取水に影響が出ることはないでしょうか。 

事務局  対応に関しては、大規模な改修になるため、愛知県

と連携する必要があり、現在対応を検討しております。 

Ｃ委員  東栄堰について、起伏にかかる時間が長くなってい

ると感じます。点検は行っていますか。 

事務局  毎年点検を実施しており、取水期が終わりましたの

で、２月までに点検予定です。 

Ｃ委員 冨士の転倒ゲートについての要望は、引き上げるハ

ンドルのギアを交換することで巻き上げ回数を減らし

てほしいというつもりでしたがうまく伝わっていなか

ったみたいですね。 

事務局  申し訳ありません。巻き上げ回数を減らすことがで

きるか業者に確認いたします。 

Ａ委員  青山の防災拠点用地内に流れている用水は、下流で
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まだ用水を使うので、用地内の水路際に生える草は、

愛知県や豊山町に対処をお願いするということでよろ

しいでしょうか。 

事務局  愛知県や豊山町で対応します。 

Ｄ委員  西行堂川の取水口についての要望は、対策を設置し

てほしいというものでしたが、回答が合っていません。

回答を是正してください。 

事務局  要望を正しく読み取れず、申し訳ありません。対策

を検討して、第３回区委員会にて回答を是正させてい

ただきます。 

司会（課長）  他にございませんでしょうか。 

 次に、その他についてですが担当から説明をさせて

いただきます。 

事務局 （令和６年度農業用排水路塵芥収集（案）について説

明） 

司会（課長）  以上で説明を終わりましたが、何か質問のある方は

お願いします。 

Ｃ委員  東川ポンプの取水口の傍の草刈りをお願いできない

でしょうか。取水口の傍は、愛知県の管理範囲でした

か。 

事務局  管理範囲については、その通りです。ですが、草刈

りについては、対応できるように検討いたします。 

Ａ委員  この表は、春の清掃の範囲とは異なりますか。 

事務局 異なります。 

事務局 他にありませんか。ないようですので、来年度の区

長の推薦をいただくため、１月末ごろに代表者である

坪井敏彦委員と岡島長利委員に推薦依頼を送付いたし

ます。 

Ｅ委員 そういえば、前池ポンプの下流の田んぼがなくなっ

たため、今後、稼働させる必要はあるでしょうか。 

Ｃ委員 今年度、さらに下流で用水が来ないという苦情があ

ったので、稼働させていくままで良いかと思います。 

司会（課長）  他にないようですので、本日の会議を終了します。 

本日の日程は全て終了しました。気をつけてお帰り

ください。 

 午後２時４５分終了 

 

 


